
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日時：平成 23年 2月 17日（木） １３：３０～１６：３０ 
会場：さいたま市文化センター（多目的ホール）４階 
主催：特定非営利活動法人 埼玉エコ・リサイクル連絡会 
後援：埼玉県 
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特定非営利活動法人 埼玉エコ・リサイクル連絡会 挨拶     会長  髙木 康夫 

皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきましたNPO法人埼玉エ

コ・リサイクル連絡会の会長を務めさせていただいております髙木康

夫と申します。高い席からではございますが、主催者として ひとこと

ご挨拶申し上げます。まずもって、本日は埼玉エコ・リサイクル交流集

会にお忙しい中たくさんの皆様にご参加頂き誠にありがとうございま

す。 

この交流集会は1990年２月に開催されましたリサイクル団体交流集会をルーツとしまして本年で２2回目と

なります。昨年の21回目から当会主催の単独開催となりましたが、埼玉県をはじめ関係各位のお力を頂き、

本年も開催できましたことを心より御礼申し上げます。 

さて、ＮＰＯ法人埼玉エコ･リサイクル連絡会は、幅広い環境保全型のリサイクル活動をすすめている団体です。

市民団体だけでなく、製造･流通･再生資源などの事業者、各種団体や個人が参加し、県や市町村行政とも、

ネットワークを創っております。環境講演会や研修見学会などやエコリサ通信といった情報発信も行っており

ますが、毎年開催しております本日の「交流集会」は特に重要なものとなっております。 

組織の中には「ごみを知ろう委員会」、「グリーンコンシューマー委員会」、「資源循環委員会」という3つの委員

会を設置して、それぞれの委員会でテーマをもって調査研究や勉強会や啓発活動などを行っております。 

本日の交流集会は「どうなっているの？私たちのごみ処理費用！」をメインテーマにいたしました。 

全国の自治体では、ごみの減容・最終処分場の延命を含めて焼却が最も安あがりと言われていて、焼却場の

数は世界一で、環境省のデータによると自治体により、ゴミ処理コストも違います。 

「ごみを知ろう委員会」ではそれぞれの自治体のゴミ処理コストに視点をおいて、これまで調査研究してきまし

た。 

本日はその成果をもとに基調講演と分科会のすべてを、当会のメンバーが発表させていただきます。 

ぜひ、最後までお付き合いいただき、有意義な一日になりますようご祈念申し上げ、主催者としてのご挨拶と

させていただきます。本日はありがとうございました。 
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埼玉県環境部資源循環推進課 挨拶   

 

 資源循環推進課長の渡辺でございます。よろしくお願いします。

本日は、ＮＰＯ法人埼玉エコ・リサイクル連絡会の主催によります

「エコ・リサイクル交流集会２０１１｣が盛大に開催されますことを、心

からお喜び申し上げます。 また、本日、御参加の皆様方には、日

ごろ埼玉県の環境行政の推進に、格別の御支援と御協力を賜り、こ

の場をお借りしまして、厚くお礼申し上げます。 

  さて、このエコ・リサイクル交流集会は、県内で活動をしておられるリサイクル関係団体の交流と情報交換の

場として開催され、今回で２２回目となります。 

  こうした人と人との結び付きや育まれた信頼関係は未来へ続く貴重な財産であります。さて循環型社会構

築のために、今まで様々な法的整備が図られてきました。中でも容器リサイクル法は施行されて１０年になろう

としています。しかし循環型社会を実現するためには、多くのマンパワーこそが原動力となるものであります。 

  本日の事例発表のテーマは市町村における廃棄物の処理費用についてと伺っておりますが、まさに古く

て新しいこの課題への対応は、我々行政の努力と皆様の問題意識と提言、御協力があってこそ、効果を発揮

するものです。 

  最近では、地デジ放送完全移行に伴うブラウン管テレビの大量廃棄の件念、世界的な資源制約に伴うレア

メタルの高騰と回収問題など、廃棄物に関わる問題は私たちの生活と直接的に関わっております。今後もより

一層、実効性のあるリデュース、リユース、リサイクルの取組が求められているところでございます。 

  こうした中、県では、最終処分量削減に向け、資源循環のモデル施設となる「彩の国資源循環工場」の整備、

拡充を進める一方、レジ袋削減やマイボトル運動等を進めております。また２３年度は、新たに、せん定枝の

リサイクルの推進など、循環型ライフスタイルの定着に取り組んでまいります。循環型ライフスタイルの定着

には、県民や事業者、行政のつなぎ役として、さまざまな活動を積極的に展開しておられる皆様の御協力が

不可欠であります。  

  今後も、循環型社会の実現に向けて「埼玉エコ・リサイクル連絡会」の皆様と協働して参りたいと考えており

ますので、御参加の皆様にもお知恵、お力添えをいただきますようお願い申し上げます。 

  結びに、本交流集会の御盛会と皆様方の益々の御活躍を心より祈念いたしまして、私のあいさつとさせて

いただきます。 

資源循環推進課 課長 渡辺 充様 



公益社団法人 日本青年会議所 関東地区  

埼玉ブロック協議会  

          2011 年度会長  内田 達浩様 

 

 皆様こんにちは、本日はエコ・リサイクル交流集会の開催

にお招きいただきましてありがとうございます。 

 皆様方の活動に心よりの敬意と感謝御礼を申し上げます。 

また、日ごろより私ども日本青年会議所 関東地区  

埼玉ブロック協議会に多大なるご支援ご協力のもと活

動させていただいていることに改めて感謝とお礼を述

べさせていただきます。ありがとうございます。 

 我々青年会議所は、この埼玉県内でも 30 の地区に分かれ日本全国では 704 の地区に分

かれている団体でございます。 

青年会議所は世界中で活動しアメリカが活動の起点となっております。 

本年度は世界 JCI の会長も日本より出向しております。日本国内、またこの埼玉県内か

ら世界を見直す機会となっていると位置づけさせて頂いております。青年会議所の中で

も“環境問題”“エコ問題”として例年取り組みをさせていただいているところです。 

 我々の団体も若手経営者、すなわち埼玉県内の経済人が集い、県内では約 1,500 名が

会員となって、日々活動をさせていただいているところです。 

青年会議所の活動といたしましては、明るい社会の実現を目指して活動しているとこ

ろでございまして、皆様方には各地域において青年会議所のメンバーが皆様のご支援、

ご協力をいただいて日々の活動を進めることが出来ます。 

わたくし自身の話しになりますが、坂戸市に在住在勤をいたしており父は東京都の職

員でありますが、ごみの収集・回収に携わり親戚一同清掃局にお世話になっているとこ

ろでございます。 

我々自身がごみを出すと言うこともございますが、違った意味でごみ問題・エコ問題・

環境について考えているところでございます。幼少期には父親との話しの中で、ごみを

出す側の意識や考えが変わればごみもまた、利益になり有効活用される、そんな時代が

くれば良いと言う事を話した内容でございます。 

 現在、皆様のお力添えがあった中で、いろいろな部分でエコ問題がマスメディアを含

め取り上げられているところでございますが、青年会議所といたしましても、より一層

この環境問題等にも取り組んで行く所存でもございます。今後とも皆様にはお力添えを

いただきながら、進めてまいりたいと思うところでございます。 

日本青年会議所 関東地区 埼玉ブロック協議会では本年 5 月 15 日に越谷の地で 41

回目となるブロック会員大会といたしまして、会員の為、また、市民、県民の皆様の為

の大会をさせていただきます。環境問題・エコキャップ・環境セミナー等を予定してお

ります、是非皆様のご参加をお待ちしております。 

最後になりましたが、本日お集まりの皆様のご発展とご健勝、ＮＰＯ法人埼玉エコ・リ

サイクル連絡会のますますのご発展・ご繁栄を祈念いたしまして、挨拶とさせていただ

きます。本日はよろしくお願いいたします。 
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知ってる？ あなたのまちのごみ問題

埼玉エコ・リサイクル連絡会

ごみを知ろう委員会 中澤 啓子

はじめに

ごみを知ろう委員会では長年にわたって皆様の市町村にごみに関するアンケートを行い、データをい

ただいてまいりました。

その結果につきましてはこの交流集会で報告してまいりました。各市町村の担当者の方にはご協力

をいただきまして、ありがとうございました。お役所の仕事の合間にまた暮れの忙しい時期に、アンケート

にお答えいただくということは大変な作業だったのではないかと思っています。この場をお借りしまして

御礼申し上げます。

さて、 その後は、環境省のデータを使って集計や分析をしております。今日はなるべくわかりやすく

理解していただけるようにグラフにしてきました。概要として見て、聞いて、いただければ幸いです。

ごみの量やごみの処理費用はそれぞれの自治体で大変に違います。全県的な比較をしたグラフもあ

りますので、ご自分のお住まいになっている地域について何か感じていってくださることを期待していま

す。 これからお話くださる３人の方も 「中澤の言うこと ほんとにそうかな？」とか 「なんでなんだろ

う？」ということをきっかけに、ご自分のまちについていろいろと考え始めてくださいました。単に受身で

聞いていくだけでなくこれを機会にご自分のまちのごみ問題を見つけてくださる事を願っています。

Ⅰ 焼却ごみの内容について

① 焼却ごみの全国マップ

ごみを知ろう委員会で報告してきたことのひとつに焼却ごみの解析があります。この後、埼玉県内自

治体の１人あたりのごみの解析値もお見せしたいと思いますが・・・。その前に。

この交流集会においでになっていらっしゃ

る方たちは、ごみだとか環境だとかに大変熱

心に取り組んでおいでですので、私みたいな

のが、ごみの量がどの位あるだとか、 水分が

多いとか余計なことを申しますと必ず 『そんな

ことはない、水もしっかり切っている』 とかお

っしゃいます。でも、よそのところの事は気軽

に聴けますでしょ？ということで焼却ごみの全

国マップ。日本全国の焼却ごみはこんなで

す。



2

焼却ごみで何をどの位燃やしてしまったか？実は本当はよくわかっていません。総量しかわからない

んですね。 よく広報とかで、 焼却ごみの中の”紙ごみの割合”とか” 生ごみの割合”とか公表されてい

ますが、割合の公表では、自分たちの出したごみの、何がどの位あったかは解りません。解ったような気

分にしてもらっているだけです。

そこで、 このエコ・リサの人たちがどのようにしたら解るのか考えました。具体的な数字にしたいと考

えたんですね。

焼却場のデータはごみをカラカラに乾かして測定したデータです。しかし、私たち市民はごみをカラ

カラに乾かして出してはいませんので、 水分を割り戻したらどのようになるか を考えて、その計算式を

作りました。その計算式と、環境省のホームページの中にある焼却ごみに関するデータを用いてこのよう

に全国マップを作りました。円グラフの大きさが各都道府県の処理量の多さを表しています。全国 1,099

の焼却場のデータを集計しました。

うすい青色の部分が紙・布ごみで、 黄色の部分が焼却場で厨芥類と言っている所謂 生ごみです。

あずき色の部分がビニールやプラスチィック類のごみで、緑の部分が木や草等 、黒い部分が不燃物、

大阪はこれが多いですね。これが多いということは焼却ごみの分別が悪いということではないでしょう

か？ 計算すると東京都は厨芥類が大変多いです。

ごみは自区内処理が基本ですので、北海道の処理量が北海道の地図の中に収まるように円グラフの

直径を考えてマップを作り始めたのですが、関東辺りになるとはみ出してしまいました。子持ちシシャモ

のようになってしまいました。 内容の方もこのように地域によっていろいろに違います。

② １人当たりの一年間のごみの量

Ⅰ①のデータを人口で割ると

１人当たりの一年間のごみの量

が推計できます。

一番下の灰色の部分が紙ご

みです。黄色の部分が生ごみ、

黒い部分が不燃物です。大阪

は量も不燃物も多いです。全体

的にはそれでもだんだん少なく

なっています。

割合で出された数字（％）は

単純に合計したり平均を出した

りすることができませんが割り戻

して量にするとこんなグラフにすることができます。

ちなみに一年間で 1人あたり平均 285ｋｇのごみを燃やしました。その内容は紙・布類 85ｋｇ、ゴム、プ

ラスチィック類と木・竹・わら類それぞれ 31ｋｇ、生ごみ 127ｋｇでした。埼玉の焼却ごみはまずまず平均値

です。
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Ⅱ 埼玉のごみ

① １人一日あたりのごみの量

環境省では１人一日あたりのごみの量を計算して

います。少ない順に並べてグラフにしました。下の青

い部分が生活系のごみ。私たちが直接収集に出し

たりしているごみです。上のあずき色の部分が事業

系と呼ばれるごみ、まちの事業に伴って出たごみで、

埼玉の場合どこも有料でひきとっています。平均す

ると合わせて約 989ｇ。生活系だけに限れば約 756ｇ。

だそうです。

本庄市は多いですね。私たちが見ている限りず

ーっと多いです。次いで、熊谷市や深谷市、三芳町、

八潮市、が多いです。何が多いのでしょうか？？少ないところは東秩父村とか吉見町でした。

② ごみの処理は？

灰色の部分が、1 人あたりの先ほどの一日の排出量です。赤～黄色になっている部分がその中で燃
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やしている量です。順番は先ほどの環境省のデータと同じです。

焼却場のごみの内容は事業系と生活系のごみを分けていませんので合わせて計算してあります。ご

みの量に比べて焼却ごみの量がこのように違うということはそれぞれの取り組みが色々に違うということ。

残りはリサイクルしたり、直接最終処分した分ということになります。埼玉では 78％を焼却しています。

ここで真ん中あたり歯が欠けたように赤くない所。ここは日高市です。日高市は太平洋セメントに持っ

て行ってセメントの材料にしていますので全く燃やしていません。

③a 埼玉焼却ごみマップ

ごみをどこでどの位燃やしているかというと。

番号が付いた四角が焼却場です。 住所を調べて地図上のなるべく見合う位置に載っています。

色のついた所が一部事務組合といって 共同でごみの処理をしている地域。

色の付いていない所は独自の焼却場のある自治体。

ただし、さいたま市は広くて焼却場もたくさんあるので黄土色を付けました。

ピンク色は、お隣との協定のもと、焼却とし尿との処理をしあっている所で、幸手市、鳩ヶ谷市、

三芳町がお隣の自治体で燃やしてもらっています。

濃いオレンジ色の行田市は鴻巣市の一部のごみを燃やしています。

紫色の部分の西部環境は地続きではありません。

それぞれ色々な特殊事情があります。

煙突の高さが燃やしたごみの量です。
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③b 焼却処理量

ダントツに多いのが東埼玉資源共同一部事務組

合 八潮市や草加市の地域の処理工場です。煙突

の高さはＨ18 のものですので、そのＨ20 年度の量は

左のグラフ。東埼玉資源共同一部事務組合は量が

多くて目立ちますけれど、さいたま市等も合計すれ

ば多くなります。

④ 焼却ごみの内容

これが最初の全国マップを作ったときと同じ計算式で計算した焼却ごみの内容の解析埼玉版です。焼

却ごみの内容と量は地域によってこんなにちがいます。

こちらはさらに、焼却場のデータにそれぞれの市町村の 1 人一日あたりのごみの量を当てはめました。

なるべく近くの焼却場で燃やしていると想定して計算すると、このようになります。（三芳町のごみは上福

岡の清掃センターで燃やしているとのご指摘がありましたので訂正しました。）

熊谷市とか本庄市は木や竹や草が多いように見えます。廃材とか燃やしていませんか？荒川の堤防

の草とか燃やしているのでしょうか？お庭が広くて剪定枝とか沢山出るのであれば生ごみと混ぜて堆肥

化の処理をすることをお勧めします。
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⑤ａ 処理費用

トン当たりごみ処理費用（どこでもこれが問題になります）

一番左の青い部分が埼玉の平均値です。

先ほどごみの量が一番多かった本庄市がなんと安い方から３番目に来ています。逆に一番ごみの少

なかった東秩父村が一番高くなってしまっている。

大量生産の工場の原理と同じで、たくさん処理するとコストは安くなるようです。

⑤ｂ 焼却量と処理コストの相関

焼却量をＸ軸に全体の処理コストＹ軸にして各市町村をプロット

して相関関係を見てみると、右肩下がりのグラフになってしまいま

す。

。
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⑥ 詳しく比較するために

トン当たりごみ処理費用をこんな順で並べてさらに費目別にコストを出してみました。

左側の24自治体は自前の処理場のある自治体です。ただし、日高市、幸手市、鳩ヶ谷市、三芳町は

左側に入れました。右側の黄色の部分がある自治体は一部事務組合を作って処理している所です。

肌色が人件費、あずき色が収集運搬費、赤は中間処理費、黄色が組合分担金と言って事務組合の

経費を各所属自治体で分担した費用です。黒色が最終処分費です。

この様に並べると各地区の取り組みの違いや事務組合の中での比較ができます。

例えば右の方で、黄色ばかりの自治体は全て組合にお任せという所。 人件費のある自治体は役所

でも何らかの事務処理などをしている所、組合で収集運搬をしない自治体は、あずき色の収集運搬費

があります。組合でリサイクルをしていない自治体は赤色の中間処理費（リサイクルに関する）があります。

東秩父村は収集運搬費が大変掛かっているようです。

取組の違いもありますが、大きく見て、組合で広域処理しているところの方が少し低コストのようです。

これからお話してくださる大前さんのいる蓮田市と白岡町。グラフから見たら優等生です。

なぜか？？ごみ処理のプロの皆さんが一生懸命取り組んでくださっていることを、お話してくださると思

います。

ここで、黒色の部分が最終処分費です。ここがとても多いところがあります。

本来なら最終処分費のコストはその量で割ったのがコストですが、ここでは総量で単価を出している

せいでもあるのですが・・・。気になります。
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⑦ 最終処分の量

そこで、いろいろな処理をした後の残渣をごみの

総量からの割合と 1人あたりのごみの量とで出して

みました。

中ほどのところは除いて少ないところと多いところ

を並べました。

しかし、全くないところは、茶碗かけとかの不燃物

は、どうしているのでしょうか？？

実は、環境省のデータからは処理費と処理量の

関係はよくわからないのです。（記入してないとかの

不備があるかもそれませんし、組合として処理してい

て、各自治体では把握していないのかもしれません。

残渣をセメントの材料にしている所もあります。）とは

いっても、量の多いところはなぜこの残渣が多いの

か？リサイクルできないのか？つまらないものを引き

受けてはいないか？考え直す必要があるかもしれません。多い所は菖蒲町・春日部市・所沢市・東松山

市・八潮市・三郷市・杉戸市でした。所沢市はいろいろな物のリサイクルに取り組み始めているようです

のでその結果がこれから少しずつ出てくると思います。期待しています。

⑧ａ 1 人あたりの処理費
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今まではトン当たり処理費についてその説明でした。ここで所沢市が突然トップになってきてしまいま

した。下の自治体名をよくみてください。トン当たりのときと順番が違っています。

所沢市はごみがそこそこ多くて処理費がちょっと高い。その結果このようになってしまいました。逆に

東秩父村はごみが少ないですから、所沢市より安くなりました。案内のチラシにも書きましたが、結局は

掛け算ですので、処理コストが高くてもごみの量が少なければ 1人あたりの処理費はからないのです。

そして、税金から支払われるのはこちらです。さらに所沢市の人口は東秩父より 100 倍くらいあったよ

うな気がしますので、掛け算をするとかなり大きなお金が動いているということになります。本庄も安い方

から 3番目を維持できていませんでした。

⑧ｂ 焼却処理量と１人あたりの処理費用との関係

環境省では中間処理費や収集運搬費の費用を、焼却ごみの費

用 ・リサイクルの費用 ・ 不燃ごみの費用とかと分けて集計し

ていませんので、焼却ごみの量からだけ比べてみてもこんな感じ

でした。

つまり、沢山燃やして処理コストが安くとも処理量との掛け算を

すると相関関係はほとんどなくなるということ。

1 人あたりの処理費用との相関関係は量が多くとも安いとはか

ぎらないということです。

燃やすごみだけでも出さない努力をすることでこんな結果にな

っています。処理コストに惑わされてはいけません。

⑨ コストの計算に入れなかった費用

あちこちに立派な清掃工場が建

っています。

平成１９年度と平成２０年度の建

設改良費について抜粋してみまし

た。

今回集計した処理費用のコストに

はこの費用が除いてあります。なぜ

かというと、国や自治体の考えには

この大きな固定資産を減価償却し

なければいけないとは考えていな

いからです。ほとんど一年か二年で

ドンと支払ってしまいますから、そこ

が過ぎると費用が見えなくなってし

まうのです。

ここで支払われている大きなお金

は、たとえば川越市は 2年間で合
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計すると約７９億円。新しい焼却場ができたのだと思います。所沢市の８億円はリサイクルのストックヤー

ドでしたか？環境省の数字からでは見えないものがあります。地域でなければ解らない情報です。アン

テナ張って情報仕入れてください。土淵さんのお話がこれからありますが、土淵さんはこの費用を考え

て処理費の計算をしてみてくださいます。

Ⅲ 焼却ごみのデータ解析について

① 焼却ごみの見える化

Ⅱ④のグラフの中から、これからお話していた

だく大前さんのお住まいの地域を例にして数字

でお示します。

ここは蓮田・白岡一部事務組合と久喜・宮代一

部事務組合という二つの組合があります。どちら

も同じくらいの人口規模（10 万人程度）の組合で

地域的にも似通った４つの自治体です。以前に

もこの交流集会でお話をしていただいたことがあ

りますが、対照的で面白い地域です。

久喜・宮代の衛生組合は焼却場が古く、ダイオキシンの規制にかかってしまうということで徹底的にビ

ニールやプラスティックの分別を行い燃やさないようにしています。ビニール類の少なさに注目です。生

ごみのリサイクルもしています。一生懸命な取り組みに住民が応えることで紙・布類ごみまでが減ってい

ます。言ってみればこれも自治体の姿勢に住民の協力という掛け算ということになります。蓮田市や白岡

町はまだまだ減らせますね。さて、ご自分の自治体では何が多いでしょうか。

＊H20 埼玉の焼却ごみ →http://www4.plala.or.jp/hanamizuki/H20saitamasyoukyaku.pdf

② ごみの分析と公表されているデータについて

左が、東京都 23 区の一部事務組

合のホームページに載っているご

みの割合の報告。こちらは焼却場

毎のデータの平均値だそうです。

右は川口のパンフレット。川口の

場合は戸塚と朝日の乾燥データそ

のもの、ご丁寧に紙ごみの割合ま

で書いてあります。しかし、これを

鵜呑みにしてはいけません。
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④ 焼却場のデータに解析ついて

焼却場のデータは国の基準に基づいて年4回測定した

結果の平均値が国に報告されることになっています。

その測定結果には 2種類あります

一つはごみの三成分と呼ばれごみの中の水分の割

合が測定されたもの。

もう一つは乾燥データと言われで、ごみをカラカラに

乾かしてその組成の何がどの位あったかを測定したも

ので 6種類に分類されています。

ふつうごみの組成という先ほどの例の様に、この乾燥

データがよく報告されていたりします。けれど私たち市

民はカラカラになるまでごみを乾かして出している人は

いませんので、この乾燥データでは、出したごみの中身

を想像することはできないのです。生ごみなどは水分が

たくさんありますので、このカラカラデータになると見かけが大変に少なくなってしまいます。そこで、この

乾燥データに水分を含ませて実際の値に近い数字が出せないものかと考えました。これを水分按分方

と言って使っています。元のごみにどのくらいの水分があったかを推定して計算式が作ってあります。

紙には約 10％の水分があるといわれています。

ごみに出された木や草やわらには 20～80％の水分があるようで

す。

生ごみは 50～90％は水分があると考えます。

そこでその割合で乾燥値に対する水の係数を考えました。今回私は

紙や布類は乾燥値の０．１倍 木・草等は１倍 厨芥は５倍の水分が

あると推定しました。さらに焼却場毎に水の過不足も調整します。こ

のようにして計算したものをさらに1人一日の焼却ごみの量に換算し

ました。所謂見える化ですね。ご自分の自治体で何が減らせるか考

える目安にしていただけると嬉しいです。

＊H20 埼玉の焼却ごみ→http://www4.plala.or.jp/hanamizuki/H20saitamasyoukyaku.pdf

Ⅳ 環境省のＨＰにある資料

環境省のＨＰにはこのほかにもまだ資料があります。

アドレスはこちら→http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/index.html

数字の羅列にはびっくりしてしまうかも知れませんが、ご自分の地域の流れだけでも知ることは大切なこ

とかもしれません。ご覧になってください。

ホームページの資料は、比較検討するのに大変素晴らしい資料だと思いますので、皆さんもこれから

参考になさったらいかがでしょうか？お手伝いに行きます。

皆様の地域のごみについての概要如何だったでしょうか？
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会場での質疑応答 中澤

日高市の、ごみをセメントの材料にしている事について、環境省ではこれを燃やしていないと扱って

います。それどころか、セメントの材料にしているのでリサイクルしているという様な数字になっている計

算もあります。ただし、これをリサイクルしていないとすると、みなさんのところで処理残渣とか焼却灰をセ

メントの材料？にしているところがありますので、そちらのリサイクル率も若干下がります。これについて

は環境省でもちょっと気がついてはいるようです。ただ、先ほどの河登さんのグラフにもありましたが、費

用をプロットしてみると、お安くはないので、考えてもいいんじゃないでしょうか？

所沢市のことについては、河登さんが詳しくお話ししてくださったのでお分かりになったのではないか

と思います。また一部事務組合についても、大前さんにお話していただいています。この”コストを下げ

る努力”をしている組合さんの結果じゃないかと思います。他にも色々あるとは思いますが、多くなりすぎ

ないところで処理するというのも大事なことだと思います。

メリットとしては焼却場をあちこちに建てなくて済む。資料集の４ページにマップがあると思うのですが、

よく見ていただくと、市町村境にごみ処理場が建っています。みなさんごみ処理場を建てるのを本当に

嫌がっています。焼却場を建てるのはとっても大変なので、みんなで相談して、”あそこならいいかな？”

とやっと建てた結果だと思います。みんな、処理場が近くに建つのは嫌だとはいいながらごみを出して

いるんだから、少しはごみを減らしなさいよと、私は思うのですが。

それから久喜、宮代の生ごみ量について、これはちょっと私も気にな

るところです。若干多く出てしまったというところではあると思うのですが。

一つには、リサイクルしているから出してしまってもいいという気持ちが

なくはないんじゃないかな？と。さらに、生ごみは出しよう、というのがあ

ります。例えばこのキャベツを捨てようと思ったとき、まぁいいやリサイク

ルするから出しちゃおう！と考えるか、お腹に入れようかな？と考える

かで随分違うと思います。そのあたりを研究していく必要があるんじゃ

ないでしょうか？

ごみを知ろう委員会の報告では、生ごみはできるだけ出たところで処

理するのがコストがかからなかったと思います。運送費がかかりません

から。本当は自家処理したほうがいいんじゃないかと思います。でも都会はなかなかそういうことは無理

だと思いますが。

久喜、宮代のみなさんもがんばっています。生ごみも出す協力ではなくて、お腹の中に入れる協力を

していただけたら如何でしょうか？

それから、焼却ごみの分析についてですが、皆さんの町の市町村の、一人当たり、一日あたりのごみ

の量に換算して計算したものを今日の資料に入れてきました。ご利用になってください。これは水分の

割戻しをして計算をしたものですので、これを参考にしていただけたらいいなと思います。カラカラデー

タではそうはいかないと思います。

もう一つ最後に焼却施設の処理能力と実際の処理量の比較の資料はありますか？という質問ですが、

これは環境省の資料の中にあります。各県別ではないのですが、各県焼却場それぞれの処理能力、一

日何トン、それから一年間に処理した量が何トン、というのがあります。研究されたい方はそこをお調べ

になっていただければいいと思います。
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ご質問ご意見へのお答えと補足 中澤

ご質問・ご意見 回答・コメント

（ご質問）

＊日高市のごみは太平洋セメントで燃

やしてからセメントにしているのではな

いですか？

＊セメントを作るための燃料として焼却

しているのではないでしょうか？

環境省での扱いは燃やしていることになっていません。

それどころかセメントの材料にしているのでリサイクルしてい

るという計算に入れている部分もあります。環境省でも苦慮

しているようで平成 20 年度は２種類のリサイクル率を出して

きました。しかし、処理経費は必ずしもお安くはないようで

す。

（ご質問）

＊市単独より一部事務組合の方がトン

当たり処理費用の安い傾向があるのは

どこに原因があると考えますか？

＊一部事務組合のメリットとデメリット

は？

大前さんのお話にもあったと思いますが、専門家の方たち

がコストを下げる努力をしています。効率よく作業をするよう

に努力しているのだと思います。少なすぎず、多すぎずの

所で処理することは必要でしょう。また、焼却場をあちこちに

建てずにすみます。河登さんのお話の中にもありましたが、

人件費の違いもあると思います。しかし、処理量や費用の

分担をする事務処理は大変なようです。

（ご質問）

＊所沢市のごみ処理費が高い訳は？

河登さんのお話にもありましたが、原因は単純ではありませ

ん。所沢市のごみの質からみると処理できないものが多い

ような気がします。リサイクルできないのか？ つまらないも

のを引き受けていないか？ どこから出たゴミか？色々な角

度からごみの分析をしてみる必要があると思います。ごみの

処理にかける費用にも余裕があるようです。自治体のごみ

の処理にひっ迫感がないのかもしれません。

（ご質問）

＊1人で 285 ㎏の焼却ごみ量には驚き

ました。焼却ごみの処理量は年々増え

ているのでしょうか？

焼却ごみの量は生活系のごみと事業系のごみを合わせた

量ですが、埼玉の場合平成 18 年度から少しずつ減ってい

ます。

（ご質問）

＊各県別の焼却施設の処理能力と処

理量の比較資料はありますか？

環境省のデータの中には焼却場毎のデータがあります。一

日の処理能力と年間処理量が細かく書いてあります。それ

を利用して計算することはできます。

http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/index.html



14

ご質問・ご意見 回答・コメント

（ご意見）

＊三芳町のごみは上福岡清掃センタ

ーで焼却しています。

貴重なご意見をありがとうございました。三芳町の焼却ごみ

の解析結果からは木や草が大変に多くなっていたのでお

かしいと思っていました。さっそく再計算して修正しました。

＊修正データ添付

http://www4.plala.or.jp/hanamizuki/H20saitamasyoukyaku.pdf

（ご意見）

＊現在ふじみ野市と三芳町で協同し

て、新しいごみ処理施設の検討をして

います。

ごみ処理施設を作ることは莫大な費用がかかります。今日

の皆さんのお話を参考によく検討してください。大きな焼却

場を建ててしまい、その維持費に大変な所がたくさんありま

す。

（ご意見）

＊確かにごみの成分表は水分をなくし

た％ですが、各市町村は乾いた量では

算出していません。搬入時の量で算出

しています。ちょっと聞いていて誤解し

まうかなと感じました。何しろ乾かして量

を計ることはしていませんし、総体とし

て水分の多い日本のごみの特質を表し

ているものと理解しています。

ごみの内容を理解することは大変に難しいことです。なんと

か分析しようと一生懸命 計量している自治体もあります

が、特別な費用がかかります。また季節的な変化や地域的

な偏りも修正できません。それに比べ焼却場のデータは全

国的にしっかりした基準で測定されています。さらに年 4回

の測定値の平均が報告されていますので、その地域の値と

して考えて良いのではないかと思っています。これを利用し

て、水分を割り戻して考えるエコ・リサの考えは素晴らしいと

思いませんか？

（ご質問）

＊久喜市・宮代町は生ごみの発酵に

力を入れているのに焼却量がなぜ多い

のでしょうか？

生ごみは出し方によってはすぐに多くなります。固い所でも

調理方によってはおいしくたべられます。また、ちょっと水

を切ったり、乾かしたりするだけで随分違います。平成 19

年度の数字は特に多くはありませんでしたが、リサイクルし

ているから出しても良いと安易に考えてはいないでしょう

か？ただし、その集めている姿勢は見習うべきです。因み

に、ごみを知ろう委員会の試算では、生ごみは発生場所で

処理するのが一番効果的でした。

（ご意見）

＊諸分析ご苦労様でした。このやり方

を参考にして役所のデータをもっと分

かりやすくする・・・。皆が関心持てるよ

うな。事を期待します。

ご理解いただきまして、ありがとうございます。アンケートの

結果が全てではないと思いますが、この結果を参考にして

いただけたら幸いです。

中澤 啓子



平成20年度 埼玉県内各市町村の焼却ごみの内容（ｇ）

地
区
名
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市

さ
い
た
ま
市

川
越
市

川
越
市

川
口
市

川
口
市

川
口
市

鳩

ヶ
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松
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燃やせるごみ排出量(g) 796 796 796 796 796 734 734 845 845 845 650 734 734 598 794 854 624 740 801

紙布類 249 227 255 202 272 254 170 249 249 256 197 245 251 179 264 361 198 165 310

ビニール、ゴム、皮革類 100 97 103 113 43 106 87 105 105 128 99 25 71 58 115 121 89 58 135

木、竹、わら類 54 63 116 92 120 59 73 181 181 68 52 136 103 45 93 43 91 60 224

ちゆう芥類 368 399 287 372 344 291 376 271 271 360 277 300 290 297 311 326 224 444 128

不燃物類 7 2 29 5 1 12 12 30 30 20 16 4 8 3 3 3 13 1 2

その他 19 8 6 11 16 12 16 9 9 12 9 24 11 15 8 2 9 12 3

計 796 796 796 796 796 734 734 845 845 845 650 734 734 598 794 854 624 740 801

三成分より算出した水分量(M) 355 392 349 398 402 327 388 363 363 382 294 382 329 293 370 334 275 393 240

含水率から推定した水分量(T) 358 359 252 307 295 214 294 288 288 288 222 243 283 266 230 302 191 498 256

M/T 0.99 1.09 1.39 1.30 1.36 1.52 1.32 1.26 1.26 1.33 1.33 1.58 1.16 1.10 1.61 1.10 1.44 0.79 0.94

焼
却
場
名

さ
い
た
ま
市

ク
リ
ー

ン
セ

ン
タ
ー

大
崎

第
二
工
場

さ
い
た
ま
市

ク
リ
ー

ン
セ

ン
タ
ー

大
崎

第
一
工
場

さ
い
た
ま
市

東
部
環
境
セ

ン
タ
ー

さ
い
た
ま
市

西
部
環
境
セ

ン
タ
ー

さ
い
た
ま
市

岩
槻
環
境
セ

ン
タ
ー

川
越
市
西
清

掃
セ
ン
タ
ー

川
越
市
東
清

掃
セ
ン
タ
ー

川
口
市
戸
塚

環
境
セ
ン

タ
ー

西
棟

（
４
号
炉

）

川
口
市
戸
塚

環
境
セ
ン

タ
ー

西
棟

（
３
号
炉

）

川
口
市
朝
日

環
境
セ
ン

タ
ー

川
口
市
朝
日

環
境
セ
ン

タ
ー

所
沢
市
西
部

ク
リ
ー

ン
セ

ン
タ
ー

ご
み

焼
却
施
設

所
沢
市
東
部

ク
リ
ー

ン
セ

ン
タ
ー

ご
み

焼
却
施
設

飯
能
市
ク

リ
ー

ン
セ
ン

タ
ー

東
松
山
市
ク

リ
ー

ン
セ
ン

タ
ー

豊
野
環
境
衛

生
セ
ン
タ
ー

狭
山
市
第
二

環
境
セ
ン

タ
ー

羽
生
市
清
掃

セ
ン
タ
ー

上
尾
市
西
貝

塚
環
境
セ
ン

タ
ー

焼
却
場
所
在

地
ま
た
は
事

務
組
合
名

さ
い
た
ま
市

さ
い
た
ま
市

さ
い
た
ま
市

さ
い
た
ま
市

さ
い
た
ま
市

川
越
市

川
越
市

川
口
市

川
口
市

川
口
市

川
口
市

所
沢
市

所
沢
市

飯
能
市

東
松
山
市

春
日
部
市

狭
山
市

羽
生
市

上
尾
市

地
区
名

入
間
市

朝
霞
市

和
光
市

桶
川
市

坂
戸
市

ふ
じ
み
野
市

三
芳
町
訂
正

伊
奈
町

川
島
町

菖
蒲
町

杉
戸
町

幸
手
市

蓮
田
市

白
岡
町

宮
代
町

久
喜
市

栗
橋
町

鷲
宮
町

加
須
市

騎
西
町

燃やせるごみ排出量(g) 719 603 634 579 606 698 902 706 772 782 537 569 663 680 544 568 735 686 864 825

紙布類 193 278 217 199 161 191 247 260 183 172 105 111 209 214 105 110 182 170 226 215

ビニール、ゴム、皮革類 56 33 59 31 46 88 113 56 76 108 36 38 112 115 17 18 95 89 155 148

木、竹、わら類 75 37 98 49 48 40 52 87 49 92 79 84 43 44 70 73 40 37 122 117

ちゆう芥類 383 239 238 290 336 370 478 272 420 397 298 316 281 288 331 345 397 371 347 331

不燃物類 7 0 0 2 3 5 7 2 21 9 12 13 6 6 8 8 3 3 5 5

その他 4 15 23 8 11 4 5 30 24 4 8 8 12 13 14 14 18 17 10 9

計 719 603 634 579 606 698 902 706 772 782 537 569 663 680 544 568 735 686 864 825

三成分より算出した水分量(M) 378 287 273 289 328 344 445 304 362 399 305 323 268 275 316 329 365 341 380 363

含水率から推定した水分量(T) 363 146 253 269 287 351 453 267 498 370 272 288 297 304 336 351 375 350 344 329

M/T 1.04 1.96 1.08 1.07 1.15 0.98 0.98 1.14 0.73 1.08 1.12 1.12 0.90 0.90 0.94 0.94 0.97 0.97 1.10 1.10

焼
却
場
名

入
間
市
総
合

ク
リ
ー

ン
セ

ン
タ
ー

朝
霞
市
ク

リ
ー

ン
セ
ン

タ
ー

和
光
市
清
掃

セ
ン
タ
ー

桶
川
市
ご
み

焼
却
施
設

坂
戸
市
西
清

掃
セ
ン
タ
ー

上
福
岡
清
掃

セ
ン
タ
ー

上
福
岡
清
掃

セ
ン
タ
ー

伊
奈
町
ク

リ
ー

ン
セ
ン

タ
ー

川
島
町
環
境

セ
ン
タ
ー

ご

み
処
理
施
設

菖
蒲
町
清
掃

セ
ン
タ
ー

杉
戸
町
環
境

セ
ン
タ
ー

杉
戸
町
環
境

セ
ン
タ
ー

蓮
田
市
白
岡

町
衛
生
組
合

ご
み
焼
却
施

設

蓮
田
市
白
岡

町
衛
生
組
合

ご
み
焼
却
施

設

1
5
0
t
／

2
4
h
ご
み

処
理
施
設

1
5
0
t
／

2
4
h
ご
み

処
理
施
設

栗
橋
・
鷲
宮

衛
生
組
合
ご

み
焼
却
施
設

栗
橋
・
鷲
宮

衛
生
組
合
ご

み
焼
却
施
設

ご
み
焼
却
施

設

ご
み
焼
却
施

設

焼
却
場
所
在

地
ま
た
は
事

務
組
合
名

入
間
市

朝
霞
市

和
光
市

桶
川
市

坂
戸
市

ふ
じ
み
野
市

ふ
じ
み
野
市

伊
奈
町

川
島
町

菖
蒲
町

杉
戸
町

杉
戸
町

蓮
田
市
白
岡

町
衛
生
組
合

蓮
田
市
白
岡

町
衛
生
組
合

久
喜
宮
代
衛

生
組
合

久
喜
宮
代
衛

生
組
合

栗
橋
・
鷲
宮

衛
生
組
合

栗
橋
・
鷲
宮

衛
生
組
合

加
須
市

、
騎

西
町
衛
生
施

設
組
合

加
須
市

、
騎

西
町
衛
生
施

設
組
合

含水状態でのごみ質別推定排出量（一人1日あたり単位ｇ）

1 解析：中澤啓子



平成20年度 埼玉県内各市町村の焼却ごみの内容（ｇ）

地
区
名

富
士
見
市

志
木
市

新
座

小
川
町

と
き
が
わ
町

滑
川
町

嵐
山
町

東
秩
父
村

草
加
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

越
谷
市

松
伏
町

蕨
市

戸
田
市

行
田
市

長
瀞
町

皆
野
町

小
鹿
野
町

燃やせるごみ排出量(g) 586 597 632 546 485 568 663 364 771 969 785 728 787 688 693 824 731 638 693 581

紙布類 165 160 179 174 155 181 212 116 215 270 219 203 220 192 214 255 221 220 239 201

ビニール、ゴム、皮革類 69 55 64 35 31 37 43 23 93 117 95 88 95 83 79 94 100 98 107 90

木、竹、わら類 83 40 37 107 95 111 130 71 64 81 65 61 66 57 49 58 108 67 73 61

ちゆう芥類 251 331 337 212 188 221 258 141 371 466 378 350 379 331 329 391 262 214 232 195

不燃物類 7 3 5 10 9 11 13 7 12 15 12 11 12 11 8 9 5 4 5 4

その他 11 7 10 7 6 7 9 5 16 20 16 15 16 14 15 18 34 34 37 31

計 586 597 632 546 485 568 663 364 771 969 785 728 787 688 693 824 731 638 693 581

三成分より算出した水分量(M) 276 330 330 271 241 282 330 181 372 468 379 352 380 332 325 386 355 256 279 234

含水率から推定した水分量(T) 236 250 270 188 167 196 228 125 324 407 330 306 331 289 295 350 161 174 189 159

M/T 1.17 1.32 1.22 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.10 1.10 2.20 1.47 1.47 1.47

焼
却
場
名

富
士
見
環
境

セ
ン
タ
ー

新
座
環
境
セ

ン
タ
ー

東
工

場

新
座
環
境
セ

ン
タ
ー

西
工

場

小
川
地
区
衛

生
組
合
ご
み

焼
却
場

小
川
地
区
衛

生
組
合
ご
み

焼
却
場

小
川
地
区
衛

生
組
合
ご
み

焼
却
場

小
川
地
区
衛

生
組
合
ご
み

焼
却
場

小
川
地
区
衛

生
組
合
ご
み

焼
却
場

第
一
工
場
ご

み
処
理
施
設

第
一
工
場
ご

み
処
理
施
設

第
一
工
場
ご

み
処
理
施
設

第
一
工
場
ご

み
処
理
施
設

第
一
工
場
ご

み
処
理
施
設

第
一
工
場
ご

み
処
理
施
設

蕨
戸
田
衛
生

セ
ン
タ
ー

ご

み
処
理
施
設

蕨
戸
田
衛
生

セ
ン
タ
ー

ご

み
処
理
施
設

小
針
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー

秩
父
広
域
市

町
村
圏
組
合

秩
父
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー

秩
父
広
域
市

町
村
圏
組
合

秩
父
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー

秩
父
広
域
市

町
村
圏
組
合

秩
父
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー

焼
却
場
所
在

地
ま
た
は
事

務
組
合
名

志
木
地
区
衛

生
組
合

志
木
地
区
衛

生
組
合

志
木
地
区
衛

生
組
合

小
川
地
区
衛

生
組
合

小
川
地
区
衛

生
組
合

小
川
地
区
衛

生
組
合

小
川
地
区
衛

生
組
合

小
川
地
区
衛

生
組
合

東
埼
玉
資
源

環
境
組
合

東
埼
玉
資
源

環
境
組
合

東
埼
玉
資
源

環
境
組
合

東
埼
玉
資
源

環
境
組
合

東
埼
玉
資
源

環
境
組
合

東
埼
玉
資
源

環
境
組
合

蕨
戸
田
衛
生

セ
ン
タ
ー

組

合

蕨
戸
田
衛
生

セ
ン
タ
ー

組

合

彩
北
広
域
清

掃
組
合

秩
父
広
域
市

町
村
圏
組
合

秩
父
広
域
市

町
村
圏
組
合

秩
父
広
域
市

町
村
圏
組
合

地
区
名

横
瀬
町

秩
父
市

北
川
辺
町

大
利
根
町

本
庄
市

美
里
町

神
川
町

上
里
町

鶴

ヶ
島
市

毛
呂
山
町

越
生
町

鳩
山
町

熊
谷
市

熊
谷
市

深
谷
市

寄
居
町

吉
見
町

鴻
巣
市

北
本
市

埼
玉
平
均

燃やせるごみ排出量(g) 562 777 570 574 1,076 774 794 807 683 712 595 609 1,010 1,010 957 804 418 580 615 770

紙布類 194 268 266 268 278 200 205 208 139 145 121 124 327 250 165 216 115 159 169 231

ビニール、ゴム、皮革類 87 120 30 30 130 93 96 97 93 96 81 82 125 159 163 157 27 37 39 94

木、竹、わら類 59 82 37 38 222 160 164 167 158 165 138 141 364 234 94 141 40 56 60 94

ちゆう芥類 188 260 231 232 366 263 270 274 269 280 234 240 103 321 501 283 220 305 323 326

不燃物類 4 5 2 2 17 12 12 13 2 2 1 1 5 11 10 4 6 8 9 9

その他 30 42 4 4 63 46 47 48 23 24 20 20 87 34 25 4 10 14 15 16

計 562 777 570 574 1,076 774 794 807 683 712 595 609 1,010 1,010 957 804 418 580 615 770

三成分より算出した水分量(M) 226 312 246 247 499 359 368 374 349 364 304 311 367 468 477 332 228 316 335

含水率から推定した水分量(T) 153 212 208 209 315 226 232 236 236 246 206 211 218 283 490 309 170 236 250

M/T 1.47 1.47 1.18 1.18 1.59 1.59 1.59 1.59 1.48 1.48 1.48 1.48 1.68 1.65 0.97 1.07 1.34 1.34 1.34 1.21

焼
却
場
名

秩
父
広
域
市

町
村
圏
組
合

秩
父
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー

秩
父
広
域
市

町
村
圏
組
合

秩
父
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー

ご
み
焼
却
施

設

ご
み
焼
却
施

設

児
玉
郡
市
広

域
市
町
村
圏

組
合
立
小
山

川
ク
リ
ー

ン

セ
ン
タ
ー

児
玉
郡
市
広

域
市
町
村
圏

組
合
立
小
山

川
ク
リ
ー

ン

セ
ン
タ
ー

児
玉
郡
市
広

域
市
町
村
圏

組
合
立
小
山

川
ク
リ
ー

ン

セ
ン
タ
ー

児
玉
郡
市
広

域
市
町
村
圏

組
合
立
小
山

川
ク
リ
ー

ン

セ
ン
タ
ー

高
倉
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー

高
倉
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー

高
倉
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー

高
倉
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー

大
里
広
域
市

町
村
圏
組
合

立
熊
谷
衛
生

セ
ン
タ
ー

第

一
工
場

大
里
広
域
市

町
村
圏
組
合

立
熊
谷
衛
生

セ
ン
タ
ー

第

二
工
場

大
里
広
域
市

町
村
圏
組
合

立
深
谷
清
掃

セ
ン
タ
ー

大
里
広
域
市

町
村
圏
組
合

立
江
南
清
掃

セ
ン
タ
ー

埼
玉
中
部
環

境
セ
ン
タ
ー

埼
玉
中
部
環

境
セ
ン
タ
ー

埼
玉
中
部
環

境
セ
ン
タ
ー

焼
却
場
所
在

地
ま
た
は
事

務
組
合
名

秩
父
広
域
市

町
村
圏
組
合

秩
父
広
域
市

町
村
圏
組
合

大
利
根
町
北

川
辺
町
衛
生

施
設
組
合

大
利
根
町
北

川
辺
町
衛
生

施
設
組
合

児
玉
郡
市
広

域
市
町
村
圏

組
合

児
玉
郡
市
広

域
市
町
村
圏

組
合

児
玉
郡
市
広

域
市
町
村
圏

組
合

児
玉
郡
市
広

域
市
町
村
圏

組
合

埼
玉
西
部
環

境
保
全
組
合

埼
玉
西
部
環

境
保
全
組
合

埼
玉
西
部
環

境
保
全
組
合

埼
玉
西
部
環

境
保
全
組
合

大
里
広
域
市

町
村
圏
組
合

大
里
広
域
市

町
村
圏
組
合

大
里
広
域
市

町
村
圏
組
合

大
里
広
域
市

町
村
圏
組
合

埼
玉
中
部
環

境
保
全
組
合

埼
玉
中
部
環

境
保
全
組
合

埼
玉
中
部
環

境
保
全
組
合

一人1日あた
りの焼却ごみ
の量(g)

含水状態でのごみ質別推定排出量（一人1日あたり単位ｇ）

2 解析：中澤啓子




